
リコール届出一覧表  
                      リコール届出日：令和4年6月7日 

リコール届出番号 外-3409 リコール開始日 令和4年6月8日 

 届出者の氏名又は名称 

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 

問い合わせ先：ジャガーお客様相談室    0120-922-772 

：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992 

 不具合の部位 (部品名) 原動機（アクセサリーベルトテンショナー 、パワートレインコントロールモジュール） 

 基準不適合状態にあると 

 認める構造、装置又は性 

 能の状況及びその原因 

①アクセサリーベルトの張力を一定に保つためのオートテンショナーのばねの 

耐久性が不適切なため、経時劣化により張力が低下すると、当該ベルトに振れ 

の発生と共に負荷がかかり折損することがある。 

②セルモーターでエンジンを始動する条件を正しく検知できないために、セルモー 

ターが作動せず、常に原動機の再始動用モーターが使用され、その結果再始動用 

モーターを駆動するベルト(アクセサリーベルト)に負荷がかかり、当該ベルトが 

折損することがある。 

そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、発電不足により警告灯が点灯し、

バッテリーが上がり、燃料装置、点火装置等の電装品の使用が出来ず、原動機が停

止し走行不能或いはオーバーヒートに至るおそれがある。 

 改善措置の内容 

①該当車両は全車両、オートテンショナーを対策品に交換し、アクセサリーベル 

 トを新品に交換する。 

②全車両、パワートレインコントロールモジュールのプログラムを更新する。 

 

車  名 型  式 通 称 名 
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)

の範囲及び輸入期間 
リコール対象

車の台数 
備考 

ジャガー 

3CA-DC2NC F-PACE 
SADCA2ANXMA667534～SADCA2AN8NA689338 

令和 3年 3月 1日～令和 4年 3月 15日 
107 

① 102台 

② 107台 

3CA-DF2NB E-PACE 
SADFA2AN3M1015920～SADFA2AN9N1031749 

令和 3年 3月 15日～令和 4年 4月 20日 
216 

① 187台 

② 216台 

3CA-JA2ND XE AWD 
SAJAA4AN1MCP67249～SAJAA4AN2NCP69044 

令和 3年 5月 5日～令和 4年 2月 8日 
59 

① 50台 

② 59台 

3CA-JB2ND XF AWD 
SAJBA4AN8MCY87697～SAJBA4AN0NCY91082 

令和 3年 2月 3日～令和 4年 3月 15日 
64 

① 51台 

② 64台 

3CA-JBS2ND 
XF スポーツ 

ブレーク 

SAJBA2AN7MCY88490～SAJBA2AN2NCY91458 

令和 3年 3月 1日～令和 4年 3月 15日 
26 

① 17台 

② 26台 

ラ ン ド 

ローバー 

3CA-LC2ND 
ディスカバリー 

スポーツ 

SALCA2AN1MH886894～SALCA2AN1NH909012 

令和 3年 3月 1日～令和 4年 4月 4日 
160 

① 152台 

② 160台 

3CA-LY2NAC レンジローバー

ヴェラール 

SALYA2AN1MA296743～SALYA2AN8NA329674 

令和 3年 3月 1日～令和 4年 3月 14日 
30 

① 22台 

② 30台 

3CA-LY2NCC 
SALYA2AN8MA301646～SALYA2AN3NA329629 

令和 3年 3月 1日～令和 4年 2月 8日 
135 

① 127台 

② 135台 

3CA-LZ2NB 
レンジローバー 

イヴォーク 

SALZA2AN1MH129178～SALZA2ANXNH169082 

令和 3年 2月 3日～令和 4年 1月 11日 
216 

① 195台 

② 216台 

 (計9型式) (計 8車種) 
(輸入期間の全体の範囲) 

令和 3年 2月 3日～令和 4年 4月 20日 
(計1,013台) 

①  903台 

② 1,013台 

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。 
 
 
 
 
 



改善箇所説明図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：       は、交換部品を示す。 

注：       は、プログラム更新部を示す。 

 

 

 

 

基準不適合発生箇所 
①アクセサリーベルトの張力を一定に保つためのオートテンショナーのばねの耐久性が不適切なため、経時劣化 

により張力が低下すると、当該ベルトに振れの発生と共に負荷がかかり折損することがある。 

②セルモーターでエンジンを始動する条件を正しく検知できないために、セルモーターが作動せず、常に原動機 

の再始動用モーターが使用され、その結果再始動用モーターを駆動するベルト(アクセサリーベルト)に負荷が

かかり、当該ベルトが折損することがある。 

そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、発電不足により警告灯が点灯し、バッテリーが上がり、燃料装置、

点火装置等の電装品の使用が出来ず、原動機が停止し走行不能或いはオーバーヒートに至るおそれがある。 
 

改善の内容 
①該当車両は全車両、オートテンショナーを対策品に交換し、アクセサリーベルトを新品に交換する。 

②全車両、パワートレインコントロールモジュールのプログラムを更新する。 

識別：助手席ドアボディ側下部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。 
 

不具合発生個所 
（オートテンショナー） 

不具合発生個所 
(パワートレイン 
コントロール 
モジュール) 

セルモーター 発電機兼再始動用モーター 

アクセサリー 
ベルト 
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